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２－５ 

 

（Ｑ）夜間４時間以上の仮眠や休憩が確保される実態にあるが、タクシー運

転者の都合で取得できなかった場合、車庫待ち等の自動車運転者に該当

するのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）車庫待ち等の自動車運転者については、次の要件を全て満たす場合、

車庫待ち等の自動車運転者に該当するものとして取り扱って差し支えな

いものとされています。 

 

① 事業場が人口 30 万人以上の都市に所在していないこと。 

② 勤務時間のほとんどについて「流し営業」を行っている実態でない

こと。 

③ 夜間に４時間以上の仮眠時間が確保される実態であること。 

④ 原則として事業場内における休憩が確保される実態であること。 

 

   例えば、③及び④の仮眠時間や休憩が確保される実態であるにもかか

わらず、タクシー運転者の自らの都合で事業場外において電話をする等

により、現実に仮眠や休憩を取得しなかった場合であっても、③及び④

の要件に反するものではありません。したがって、この場合、車庫待ち

等の自動車運転者に該当するものとして取り扱って差し支えありませ

ん。したがって、タクシー運転者の業務上の都合で仮眠や休憩を取得で

きなかった場合、当然に当該取扱いは認められません。 

 

２－６ 

 

（Ｑ）車庫待ち等には、駅前ロータリー、病院、路上等で客待ちを行う場合

も対象となるのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）車庫待ち等の自動車運転者とは、常態として車庫待ち等、駅待ち等の

形態によって就労する自動車運転者であり、比較的作業密度が薄いこと

等により、帰庫させ仮眠時間を与えることが可能な実態を有するため、

一定の要件の下に最大拘束時間の延長を認めているものです。 

    したがって、例えば、一般的な駅前ロータリー、病院、路上での客待

ちは、いわゆる車庫待ち等に該当するものではありません。 

 

２－７ 

 

（Ｑ）市内の人口が 30 万人以上であれば、市内に一部過疎地域があったとし

ても車庫待ち等の特例は利用できないのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）事業場が人口 30 万人以上の都市に所在する場合、原則として車庫待ち

等の規定は適用されませんが、新告示の適用の際、現に車庫待ち等の自
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動車運転者として取り扱われている者の属する事業場については、当該

事業場が人口 30 万人以上の都市に所在する場合であっても、当分の間、

当該事業場の自動車運転者を車庫待ち等の自動車運転者に該当するもの

として取り扱うこととしています。 

    

２－８ （Ｑ）「予期し得ない事象への対応時間」について、具体的にどういった時間

が該当するか教えてください。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、自動車運転者が災害や

事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合におい

て、その対応に要した時間についての１日の拘束時間、２暦日の拘束時

間の例外的な取扱いを定めたものです。 

「予期し得ない事象への対応時間」に該当するか否かの考え方は、そ

れぞれの事象に応じ、次のとおりです。 

 

① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと 

・ 例えば、運転中に乗務している車両が予期せず故障したことに伴

い、修理会社等に連絡して待機する時間、レッカー車等で修理会社

等に移動する時間及び修理中の時間は「予期し得ない事象への対

応時間」に該当します。 

・ ただし、例えば、上記対応に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、

勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。 

 

② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと 

・ 例えば、運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したことに

伴い、フェリーの駐車場で待機する時間は「予期し得ない事象への

対応時間」に該当します。 

・ また、フェリー欠航に伴い、急きょ陸路等で移動する場合、陸路

での移動時間がフェリー運航時間とおおむね同程度である等、経

路変更が合理的であると認められるときは、当該移動時間は「予期

し得ない事象への対応時間」に該当します。 

 

③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路

が渋滞したこと 

・ 例えば、前方を走行する車の衝突事故により発生した渋滞に巻き

込まれた時間、地震や河川氾濫に伴う道路の封鎖、道路の渋滞等に

巻き込まれた時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しま
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